
②～④

財
政
悪
化早期健全化段階 再生段階

早期健全化基準（％） 財政再生基準＝（％）

①
早期健全化団体の計画目標
・①は均衡する（０％）こと
・②～④は早期健全化基準
を下回ること

再生団体の計画目標
・①は均衡する（０％）こと
・②～④は早期健全化基準
を下回ること

①

②～④

０％

実質赤字比率
０％

早期健全化団体

（財政の早期健全化・再生）

11.25～15%①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

16.25～20%

25%

350%

20%

30%

35%

再生団体

財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の経営健全化のイメージ（市町村）

(※)連結実質赤字比率の財政再生基準については、３年間の経過的な基準（市町村は40％→40％→30％）が設けられている。

経営健全化基準(％)
（公営企業の経営健全化）

⑤資金不足比率

⑤計画目標
・⑤は経営健全化基準
を下回ること 20%

公営企業
会計

経営健全化団体


